
別記第2号様式

課等名 契約の名称 契約年月日 契約の相手方
契約金額
（円）

契約の相手方を選定した理由 摘要

農務課
令和８年産秋まき小麦原
種出荷業務委託契約

令和8年4月1日
いわみざわ農業協同組合

岩見沢市桜木1条1丁目1番地
624,624

「主要農作物原種ほ経営委託要領」及び「大麦、
小麦及びそば原採種ほの設置並びに栽培管理基
準」に定められている要件を満たし委託業務を遂
行することが可能なため。
（地方自治法施行令第167条の2の2及び北海道財
務規則運用方針第3節関係1の（18））

農務課
令和８年産秋まき小麦原
種出荷業務委託契約

令和8年4月1日

ながぬま農業協同組合

夕張郡長沼町銀座北1丁目5番19
号

452,809

「主要農作物原種ほ経営委託要領」及び「大麦、
小麦及びそば原採種ほの設置並びに栽培管理基
準」に定められている要件を満たし委託業務を遂
行することが可能なため。
（地方自治法施行令第167条の2の2及び北海道財
務規則運用方針第3節関係1の（18））

農務課
令和８年産秋まき小麦原
種出荷業務委託契約

令和8年4月1日
たきかわ農業協同組合

滝川市本町4丁目1番31号
452,809

「主要農作物原種ほ経営委託要領」及び「大麦、
小麦及びそば原採種ほの設置並びに栽培管理基
準」に定められている要件を満たし委託業務を遂
行することが可能なため。
（地方自治法施行令第167条の2の2及び北海道財
務規則運用方針第3節関係1の（18））

農務課
令和８年産秋まき小麦原
種出荷業務委託契約

令和8年4月1日
そらち南農業協同組合

夕張郡栗山町中央3丁目104番地
2,217,072

「主要農作物原種ほ経営委託要領」及び「大麦、
小麦及びそば原採種ほの設置並びに栽培管理基
準」に定められている要件を満たし委託業務を遂
行することが可能なため。
（地方自治法施行令第167条の2の2及び北海道財
務規則運用方針第3節関係1の（18））

農務課
令和８年産水稲原種ほ経
営業務委託契約

令和8年4月7日
栗沢町水稲採種組合

岩見沢市栗沢町163番地
3,073,675

「主要農作物原種ほ経営委託要領」及び「水稲原
採種栽培管理基準」に定められている要件を満た
し委託業務を遂行することが可能なため。
（地方自治法施行令第167条の2の2及び北海道財
務規則運用方針第3節関係1の（18）)

随意契約結果一覧表
（空知総合振興局産業振興部）



別記第2号様式

課等名 契約の名称 契約年月日 契約の相手方
契約金額
（円）

契約の相手方を選定した理由 摘要

随意契約結果一覧表
（空知総合振興局産業振興部）

農務課
令和８年産水稲原種ほ経
営業務委託契約

令和8年4月7日
江部乙町水稲採種組合

滝川市北滝の川1243－5番地
2,876,987

「主要農作物原種ほ経営委託要領」及び「水稲原
採種栽培管理基準」に定められている要件を満た
し委託業務を遂行することが可能なため。
（地方自治法施行令第167条の2の2及び北海道財
務規則運用方針第3節関係1の（18）)

農務課
令和８年産水稲原種ほ経
営業務委託契約

令和8年4月7日
秩父別町水稲採種組合

雨竜郡秩父別町1298番地の8
1,926,681

「主要農作物原種ほ経営委託要領」及び「水稲原
採種栽培管理基準」に定められている要件を満た
し委託業務を遂行することが可能なため。
（地方自治法施行令第167条の2の2及び北海道財
務規則運用方針第3節関係1の（18）)

農務課
令和８年産春まき小麦原
種ほ経営業務委託契約

令和8年4月7日
たきかわ農業協同組合

滝川市本町4丁目1番31号
413,072

「主要農作物原種ほ経営委託要領」及び「大麦、
小麦及びそば原採種ほの設置並びに栽培管理基
準」に定められている要件を満たし委託業務を遂
行することが可能なため。
（地方自治法施行令第167条の2の2及び北海道財
務規則運用方針第3節関係1の（18））

農務課
令和８年産春まき小麦原
種ほ経営業務委託契約

令和8年4月7日
そらち南農業協同組合

夕張郡栗山町中央3丁目104番地
546,330

「主要農作物原種ほ経営委託要領」及び「大麦、
小麦及びそば原採種ほの設置並びに栽培管理基
準」に定められている要件を満たし委託業務を遂
行することが可能なため。
（地方自治法施行令第167条の2の2及び北海道財
務規則運用方針第3節関係1の（18））

農務課
令和８年産大豆原種ほ経
営業務委託契約

令和8年4月7日
そらち南農業協同組合

夕張郡栗山町中央3丁目104番地
9,444,996

「主要農作物原種ほ経営委託要領」及び「豆類原
採種ほ設置並び栽培管理基準」に定められている
要件を満たし委託業務を遂行することが可能なた
め。
（地方自治法施行令第167条の2の2及び北海道財
務規則運用方針第3節関係1の（18））


